
【姶良・伊佐保健医療圏】

【図表資-5-134】姶良・伊佐保健医療圏 がんの医療連携体制図

［姶良・伊佐地域振興局作成］

【図表資-5-135】姶良・伊佐保健医療圏 がんの医療機能基準

［姶良・伊佐地域振興局作成］

機能

○がん検診実施機関 ○がん診療（化学療法）を
行っている医療機関

○在宅療養支援診療所

○かかりつけ医 ○地域がん診療病院
（国立病院機構南九州病院，霧島
市立医師会医療センター）
○県がん診療指定病院
（県立北薩病院）

　＊内服抗がん剤が可能
　＊注射抗がん剤が可能

○かかりつけ医

○または①手術，②化学療法，③
放射線 治療(肺がん）を行う医療機
関

等 等 等

・がんの診断が可能である

・定期的な腫瘍マーカー測定
が可能であること

・疼痛緩和が可能であることが
望ましい

・医療用麻薬の提供が可能であ
ることが望ましい

専門的診療機能 化学療法による診療機能 治療後のフォローアップ機能

・終末期ケア（看取り含む）が
24時間可能であることが望まし
い

・往診又は訪問診療が可能であ
る

・X線，エコー，CTなどの画
像検査が可能であること(他院
へ検査依頼も含む）

肺がん

乳がん
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・がんの確定診断が可能である
・集学的治療（手術療法・化学療
法・放射線療法を組み合わせた治
療）が可能である（他院へ放射線
療法依頼も含む）
・初期段階からの緩和ケアが可能
である

○治療後のフォローアップ
（化学療法なし）を行ってい
る医療機関

・再発や転移が疑われた場
合，及び症状悪化時専門的診
療を担う医療機関等と連携が
とれていること

医療機関　等

（がんを疑った時，専門医療
機関を紹介することを含む）

・プロトコールに基づき，化
学療法（注射又は内服）が可
能，又は条件によって可能で
ある

○県がん診療連携拠点病院
（鹿児島大学病院）
○地域がん診療連携拠点病院

・がんの確定診断が可能である
・手術療法及び化学療法が可能で
ある
・初期段階からの緩和ケアが可能
である

在宅療養支援発見・診断機能

姶良・伊佐保健医療圏域におけるがんの医療連携体制図

○ 行政等
・がん発症リスク低減の
生活習慣

・検診受診
・保健指導等

予防機能

○がん診療（化学療法）を行う医療機関

・ 内服抗がん剤
・ 注射抗がん剤

化学療法による診療機能

○県がん診療連携拠点病院（鹿児島大学病院）
○地域がん診療連携拠点病院
○地域がん診療病院

（国立病院機構南九州病院，霧島市立医師会医療センター）
○県がん診療指定病院 （県立北薩病院）
○または①手術，②化学療法，③放射線治療(肺がん）を行う医療機関

専門的診療機能

○治療後のフォローアップ（化学療法なし）を
行う医療機関
・定期的な腫瘍マーカー測定が可能
・X線，エコー，CT等の画像診断が可能

治療後のフォローアップ機能

かかりつけ歯科医

居宅介護支援事務所

訪問看護ステーション

かかりつけ薬局

包括支援センター
○ 在宅主治医（かかりつけ医）

診療所・在宅療養支援診療所・一般病院等

・疼痛緩和や終末期ケアなどを行う

その他在宅療養支援機関

在宅療養支援機能

訪問介護ステーション

○がん検診実施機関
○かかりつけ医等

発見・診断機能


